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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月23日(2015.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　結果
　（ｉ）骨髄由来の胞子様細胞：
　骨髄から単離された胞子様細胞集団は、数日以内に多細胞クラスターを形成した。クラ
スターに含まれるか又は単独のいずれかの個々の細胞は、以下の遺伝マーカーを発現する
。そのすべては、胚性幹細胞に関連付けられている：Ｏｃｔ４、Ｎａｎｏｇ、Ｆｇｆ４、
Ｚｆｂ２９６、Ｃｒｉｐｔｏ、Ｇｄｆ３、Ｕｔｆ１、Ｅｃａｔ１、Ｅｓｇ１、Ｓｏｘ２及
びＰａｘ６、ｃＭｙｃ（増殖遺伝子）、Ｆｇｆ５、Ｏｌｉｇ２並びにＰｄｇｆｒｌ２。マ
ーカーネスチン（神経幹細胞に一般に関連するマーカー）も確認された。
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　骨髄から単離された胞子様細胞は、以下の胚性幹細胞マーカーについて陰性染色であっ
たことが注目される：Ｄａｘ１、ｃａｕｄａｌタイプホメオボックス転写因子２（Ｃｄｘ
２）、Ｎｅｏ及びＥｒａｓ（ＥＳの腫瘍形成遺伝子）、並びにＲｅｘ１。この細胞は、神
経堤幹細胞マーカーＰ７５についても陰性染色であった。この細胞は、以下のタンパク質
マーカーのいずれも発現しなかった：Ｃｄ４５、Ｃｄ３１又はＣｄ３４（内皮及び造血幹
細胞のマーカー）。
 
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　（ｉｉ）筋肉
　筋肉から得られた胞子様細胞は、骨髄から得られた胞子様細胞で認められたものと同じ
胚性幹細胞マーカーを初期に発現した。すなわち、この細胞は、Ｏｃｔ４、Ｚｆｐ２９６
、Ｃｒｉｐｔｏ　Ｇｄｆ３、Ｕｔｆ１、Ｃｄｘ２、Ｅｃａｔ１、Ｅｓｇ１、Ｓｏｘ２及び
Ｐａｘ６、ｃＭｙｃ、Ｆｇｆ５、Ｏｌｉｇ２、Ｐｄｇｆｒｌ２を発現した。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　筋肉由来の胞子様細胞は、骨髄由来の胞子様細胞と同様に、Ｄａｘ１、Ｃｄｘ２、Ｎｅ
ｏ及びＥｒａｓ、Ｒｅｘ１（胚性幹細胞マーカー）、Ｐ７５（神経堤マーカー）、Ｃｄ４
５又はＣｄ３１（内皮及び造血幹細胞のマーカー）について陰性染色であった。
 
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　（ｉｖ）副腎
　副腎は、極めて早期の幹細胞マーカーを発現し、次いで成熟して、クロム親和細胞及び
カテコールアミンを産生する細胞のマーカーを発現する。初期に単離すると、副腎から得
られた胞子様細胞は、骨髄からの細胞と同様に、Ｏｃｔ４、Ｚｆｐ２９６、Ｃｒｉｐｔｏ
　Ｇｄｆ３、Ｕｔｆ１、Ｅｃａｔ１、Ｅｓｇ１、Ｓｏｘ２及びＰａｘ６、ｃＭｙｃ、Ｆｇ
ｆ５、Ｏｌｉｇ２、Ｐｄｇｆｒｌ２を発現した。
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